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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年６月26日に提出いたしました第１期（自　平成23年10月３日　至　平成24年３月31日）有価証券

報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正

報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　第一部 企業情報

　　第２ 事業の状況

　　　３ 対処すべき課題

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は＿を付して表示しております。

　

第一部 企業情報

　第２ 事業の状況

　　３ 対処すべき課題

（訂正前）

 (2) 株式会社の支配に関する基本方針

　　　　 （省略）　

  ③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み

         （省略）　

次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必

要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全

株式の買付けの場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）（最大30日間の延長が

ありえます。）を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間とし、

当社取締役会は、当該期間内に、外部専門家等の助言を受けながら、大規模買付者から提供され

た情報を十分に評価・検討し、後述の独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会

としての意見をとりまとめて公表します。また、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との

間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての代替案を提示す

ることもあります。

当社取締役会は、株主総会決議に従って、または取締役としての善管注意義務に明らかに反す

る特段の事情がない限り独立委員会の前述の勧告を最大限尊重し、新株予約権の発行等の対抗

措置の発動または不発動に関する会社法上の機関としての決議を遅滞なく行います。対抗措置

として新株予約権の発行を実施する場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた１円以上

の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるものと

し、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社

が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取

得条項等を付すことがあるものとします。また、当社取締役会は、当社取締役会または株主総会

が対抗措置の発動を決定した後も、対抗措置の発動が適切でないと判断した場合には、独立委員

会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の変更または停止を行うことがあります。当社

取締役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に情報開示を行います。
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　（省略）

　
（訂正後）

 (2) 株式会社の支配に関する基本方針

 　　　　（省略）　

　③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み

  （省略）　

次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必

要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全

株式の買付けの場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）（最大30日間の延長が

ありえます。）を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間とし、

当社取締役会は、当該期間内に、外部専門家等の助言を受けながら、大規模買付者から提供され

た情報を十分に評価・検討し、後述の独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会

としての意見をとりまとめて公表します。また、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との

間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての代替案を提示す

ることもあります。

当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するた

めの諮問機関として、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外

監査役及び社外有識者の中から選任された委員からなる独立委員会を設置し、大規模買付者が

大規模買付ルールを遵守しないため対抗措置を発動すべきか否か、大規模買付行為が当社の企

業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため対抗措置を発動すべきか否

か、対抗措置の発動の可否につき株主総会に諮るべきか否か等の本対応方針に係る重要な判断

に際しては、独立委員会に諮問することとします。独立委員会は、(a)大規模買付者が大規模買付

ルールを遵守しないため対抗措置発動を勧告した場合、(b)大規模買付者による大規模買付行為

が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため対抗措置発動を勧

告した場合、及び(c)大規模買付者による大規模買付行為ないしその提案内容の評価、検討の結

果、対抗措置の不発動を勧告した場合を除き、新株予約権の発行等の対抗措置の発動の可否につ

き株主総会に諮るべきである旨の勧告を当社取締役会に対し行います。その場合、当社取締役会

は、新株予約権の発行等の対抗措置の発動についての承認を議案とする株主総会を開催するも

のとします。なお、独立委員会が(a)または(b)により対抗措置発動を勧告した場合であっても、

当社取締役会が善管注意義務に照らし、株主総会に諮るべきであると判断する場合は株主総会

を開催することができるものとします。

当社取締役会は、株主総会決議に従って、または取締役としての善管注意義務に明らかに反す

る特段の事情がない限り独立委員会の前述の勧告を最大限尊重し、新株予約権の発行等の対抗

措置の発動または不発動に関する会社法上の機関としての決議を遅滞なく行います。対抗措置

として新株予約権の発行を実施する場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた１円以上

の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるものと

し、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社

が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取

得条項等を付すことがあるものとします。また、当社取締役会は、当社取締役会または株主総会

が対抗措置の発動を決定した後も、対抗措置の発動が適切でないと判断した場合には、独立委員

会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の変更または停止を行うことがあります。当社
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取締役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に情報開示を行います。

　（省略）

　
以上
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